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議案第３４号資料 

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の制定に係 る 意 見 の 申 出 に つ い て   

新旧対照表  

現   行  改  正  案  

（補償基礎額）  （補償基礎額）  

第２条  補償は、療養補償及び介護補

償を除き、補償基礎額を基礎として

行う。  

第２条  補償は、療養補償及び介護補

償を除き、補償基礎額を基礎として

行う。  

２  前項の補償基礎額は、市立学校の

学校医、学校歯科医又は学校薬剤師

（以下「学校医等」という。）の死

亡若しくは負傷の原因である事故が

発生した日又は診断によって死亡の

原因である疾病の発生が確定した日

若しくは診断によって疾病の発生が

確定した日における当該学校医等の

医師、歯科医師又は薬剤師としての

経験年数（第 13条第２項第２号にお

いて単に「経験年数」という。）に

応じて別表に定める額とする。  

２  前項の補償基礎額は、市立学校の

学校医、学校歯科医又は学校薬剤師

（以下「学校医等」という。）の死

亡若しくは負傷の原因である事故が

発生した日又は診断によって死亡の

原因である疾病の発生が確定した日

若しくは診断によって疾病の発生が

確定した日における当該学校医等の

医師、歯科医師又は薬剤師としての

経験年数（第 13条第２項第２号にお

いて単に「経験年数」という。）に

応じて別表に定める額とする。  

３  次の各号のいずれかに該当する者

で、学校医等の死亡若しくは負傷の

原因である事故が発生した日又は診

断によって死亡の原因である疾病の

発生が確定した日若しくは診断によ

って疾病の発生が確定した日におい

て、他に生計のみちがなく主として

学校医等の扶養を受けていたものを

扶養親族とし、扶養親族のある学校

医等については、前項の規定による

金額に、第１号に該当する扶養親族

については 433円を、第２号から第５

号までのいずれかに該当する扶養親

族については１人につき 217円（学校

医等に第１号に該当する者がない場

合にあっては、そのうち１人につい

ては 367円）を、それぞれ加算して得

た額をもって補償基礎額とする。  

３  次の各号のいずれかに該当する者

で、学校医等の死亡若しくは負傷の

原因である事故が発生した日又は診

断によって死亡の原因である疾病の

発生が確定した日若しくは診断によ

って疾病の発生が確定した日におい

て、他に生計のみちがなく主として

学校医等の扶養を受けていたものを

扶養親族とし、扶養親族のある学校

医等については、前項の規定による

金額に、第１号及び第３号から第６

号までのいずれかに該当する扶養親

族については１人につき 217円を、第

２号に該当する扶養親族については

１人につき 334円を、それぞれ加算し

て 得 た 額 を も っ て 補 償 基 礎 額 と す

る。  
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(１ ) 配偶者（婚姻の届出をしない

が、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。）  

(１ ) 配偶者（婚姻の届出をしない

が、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。）  

(２ ) 22歳に達する日以後の最初の

３月 31日までの間にある子及び孫  

(２ ) 22歳に達する日以後の最初の

３月 31日までの間にある子  

 

 

(３ ) 60歳以上の父母及び祖父母  

(３ ) 22歳に達する日以後の最初の  

３月 31日までの間にある孫  

(４ ) 60歳以上の父母及び祖父母  

(４ ) 22歳に達する日以後の最初の

３月 31日までの間にある弟妹  

(５ ) 22歳に達する日以後の最初の

３月 31日までの間にある弟妹  

(５ ) 重度心身障害者  (６ ) 重度心身障害者  

（介護補償）  （介護補償）  

第７条の２  介護補償は、傷病補償又

は障害補償を受ける権利を有する学

校医等が、当該傷病補償又は障害補

償の補償の事由となった障害であっ

て教育委員会規則で定める障害に該

当するものにより、常時又は随時介

護を要する状態にあり、かつ、常時

又は随時介護を受けている場合に、

当該学校医等に対して、当該介護を

受けている期間、次項に定める金額

を支給して行うものとする。ただし、

次に掲げる場合には、その入院し、

又は入所している期間については、

介護補償は、行わない。  

第７条の２  介護補償は、傷病補償又

は障害補償を受ける権利を有する学

校医等が、当該傷病補償又は障害補

償の補償の事由となった障害であっ

て教育委員会規則で定める障害に該

当するものにより、常時又は随時介

護を要する状態にあり、かつ、常時

又は随時介護を受けている場合に、

当該学校医等に対して、当該介護を

受けている期間、次項に定める金額

を支給して行うものとする。ただし、

次に掲げる場合には、その入院し、

又は入所している期間については、

介護補償は、行わない。  

(１ ) 病院又は診療所に入院してい

る場合  

(１ ) 病院又は診療所に入院してい

る場合  

(２ ) 障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律

（平成 17年法律第 123号）第５条第

11項 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設

（次号において「障害者支援施設」

という。）に入所している場合（同

条第７項に規定する生活介護（次

号において「生活介護」という。）

を受けている場合に限る。）  

(２ ) 障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律

（平成 17年法律第 123号）第５条第

11項 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設

（次号において「障害者支援施設」

という。）に入所している場合（同

条第７項に規定する生活介護（次

号において「生活介護」という。）

を受けている場合に限る。）  

(３ ) 障害者支援施設（生活介護を

行うものに限る。）に準ずる施設

として教育委員会が定めるものに

(３ ) 障害者支援施設（生活介護を

行うものに限る。）に準ずる施設

として教育委員会が定めるものに
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入所している場合  入所している場合  

２  介護補償は、月を単位として行う

ものとし、その額は、１月につき、

次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。  

２  介護補償は、月を単位として行う

ものとし、その額は、１月につき、

次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。  

(１ ) 介護補償に係る障害（障害の

程度に変更があった場合は、その

月 に お け る 最 初 の 変 更 の 前 の 障

害。第３号において同じ。）が常

時介護を要する程度の障害として

教育委員会規則で定めるものに該

当する場合（次号において「常時

介護を要する場合」という。）に

おいて、その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日があ

る と き （ 次 号 に 掲 げ る と き を 除

く。）  その月における介護に要

する費用として支出された額（そ

の額が 10万 4,950円を超えるとき

は、 10万 4,950円）  

(１ ) 介護補償に係る障害（障害の

程度に変更があった場合は、その

月 に お け る 最 初 の 変 更 の 前 の 障

害。第３号において同じ。）が常

時介護を要する程度の障害として

教育委員会規則で定めるものに該

当する場合（次号において「常時

介護を要する場合」という。）に

おいて、その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日があ

る と き （ 次 号 に 掲 げ る と き を 除

く。）  その月における介護に要

する費用として支出された額（そ

の 額 が 10万 5,130円 を 超 え る と き

は、 10万 5,130円）  

(２ ) 常時介護を要する場合におい

て、その月（新たに介護補償を行

うべき事由が生じた月を除く。以

下 こ の 号 及 び 第 ４ 号 に お い て 同

じ。）に親族又はこれに準ずる者

による介護を受けた日があるとき

（その月に介護に要する費用を支

出して介護を受けた日がある場合

にあっては、当該介護に要する費

用 と し て 支 出 さ れ た 額 が ５ 万

7,030円以下であるときに限る。） 

 ５万 7,030円  

(２ ) 常時介護を要する場合におい

て、その月（新たに介護補償を行

うべき事由が生じた月を除く。以

下 こ の 号 及 び 第 ４ 号 に お い て 同

じ。）に親族又はこれに準ずる者

による介護を受けた日があるとき

（その月に介護に要する費用を支

出して介護を受けた日がある場合

にあっては、当該介護に要する費

用 と し て 支 出 さ れ た 額 が ５ 万

7,110円以下であるときに限る。）  

  ５万 7,110円  

(３ ) 介護補償に係る障害が随時介

護を要する程度の障害として教育

委員会規則で定めるものに該当す

る場合（次号において「随時介護

を要する場合」という。）におい

て、その月に介護に要する費用を

支出して介護を受けた日があると

き（次号に掲げるときを除く。）  

(３ ) 介護補償に係る障害が随時介

護を要する程度の障害として教育

委員会規則で定めるものに該当す

る場合（次号において「随時介護

を要する場合」という。）におい

て、その月に介護に要する費用を

支出して介護を受けた日があると

き（次号に掲げるときを除く。）  
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その月における介護に要する費用

として支出された額（その額が５

万 2,480円を超えるときは、５万

2,480円）  

その月における介護に要する費用

として支出された額（その額が５

万 2,570円 を 超 え る と き は 、 ５ 万

2,570円）  

(４ ) 随時介護を要する場合におい

て、その月に親族又はこれに準ず

る者による介護を受けた日がある

とき（その月に介護に要する費用

を支出して介護を受けた日がある

場合にあっては、当該介護に要す

る費用として支出された額が２万

8,520円以下であるときに限る。） 

 ２万 8,520円  

(４ ) 随時介護を要する場合におい

て、その月に親族又はこれに準ず

る者による介護を受けた日がある

とき（その月に介護に要する費用

を支出して介護を受けた日がある

場合にあっては、当該介護に要す

る費用として支出された額が２万

8,560円以下であるときに限る。）  

 ２万 8,560円  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

                  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


